
　
概
ね
60
歳
以
上
の
方
に
、
ご
本

人
の
希
望
に
応
じ
た
お
仕
事
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。あ
な
た
の
キ
ャ
リ

ア
を
活
か
し
て
く
だ
さ
い
。求
職
申

し
込
み
、
紹
介
、
相
談
、
全
て
無
料

で
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
場
所　
阿
蘇
保
健
所
福
祉
課
内

○ 

相
談
日　
毎
週
火
曜
午
後
１

　
時
〜
４
時
ま
で
。（
た
だ
し
、祝
祭

　
日
、年
末
年
始
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

○
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
高
齢
者
無
料
職
業
紹

　
介
所
阿
蘇
相
談
所

☎
３
２‐

４
５
３
３

　
公
益
社
団
法
人
日
本
オ
ス
ト

ミ
ー
協
会
熊
本
県
支
部
は
、オ
ス
ト

メ
イ
ト
（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱

造
設
者
）の
皆
さ
ん
及
び
関
心
の
あ

る
方
を
対
象
と
し
て
、
ス
ト
ー
マ

ケ
ア
（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱
の

ケ
ア
）
に
つ
い
て
の
医
療
相
談
会
を

左
記
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
日
時　
７
月
９
日（
土
）　

　
午
後
１
時
30
分
〜（
約
２
時
間
）

○
実
施
場
所　
山
鹿
市
民
医
療  

　
セ
ン
タ
ー
施
設
内（
旧
山
鹿
市

　
立
病
院
）所
在
地
：
山
鹿
市
山
鹿

　
５
１
１　

○
参
加
費　
無
料

○
問
い
合
わ
せ
先　

　
㈳
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
熊
本
県
支
部

☎
０
９
６‐

３
８
４‐

１
０
１
２

　
人
事
院
で
は
、
高
等
学
校
卒
業

程
度
の
試
験
と
し
て
、
国
家
公
務

員
採
用
Ⅲ
種
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

○
受
験
資
格　
平
成
２
年
４
月
２

　
日
〜
平
成
６
年
４
月
１
日
生
ま

　
れ
の
方

○
受
付
期
間　
６
月
21
日（
火
）〜

　
６
月
28
日（
火
）

○
試
験
日　
９
月
４
日（
日
）

○
問
い
合
わ
せ
先

　
人
事
院
九
州
事
務
局

☎
０
９
２‐

４
３
１‐

７
７
３
３

　
介
護
支
援
専
門
員(

ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー)

実
務
研
修
受
講
試

験
は
、
熊
本
県
知
事
の
指
定
を
受

け
、次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
試
験
日　
10
月
23
日（
日
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
か
ら

○
試
験
会
場　
熊
本
学
園
大
学

　
又
は
熊
本
大
学

○
受
験
資
格　
原
則
と
し
て
、
保

　
健
、医
療
、福
祉
の
分
野
で
通
算

　
５
年（ 

一 

部
10
年
）以
上
の
実
務

　
経
験
を
有
す
る
方

○
試
験
案
内
配
布
期
間

　
６
月
13
日（
月
）〜
７
月
20
日（
水
）

○
試
験
案
内
配
布
場
所

　
阿
蘇
市
社
会
福
祉
協
議
会　
他

○
受
験
申
込
受
付
期
間

　
７
月
１
日（
金
）〜
７
月
20
日（
水
）

○
受
験
手
数
料　
８
，０
０
０
円

※

そ
の
他
、
受
験
の
申
込
方
法
な

　
ど
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
社
会
福
祉
協
議
会　

　
福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６‐

３
２
２‐

８
０
７
７

高
齢
者
無
料
職
業
相
談

オ
ス
ト
メ
イ
ト(

人
工
肛
門
、

人
工
膀
胱
保
持
者)

医
療
相
談
会

国
家
公
務
員
採
用

　
Ⅲ
種
試
験
の
お
知
ら
せ　

介
護
支
援
専
門
員(

ケ
ア
マ
ネ)

実
務
研
修
受
講
試
験

労働保険年度更新のお知らせ
　今年度の申告・納付の期間は７月１１日までとなっております。
熊本労働局または最寄りの労働基準監督署などで申告・納付
してください。
　なお、６月２０日から７月１１日にかけて県内各地で開催される
集合受付会で申告することもできます。
　年度更新手続きを怠ると、「国」で保険料を決定するほか、
追徴金が課せられることがありますので、必ず期限内に申告・
納付されますようお願いします。
　また、労働保険は、農林水産業の一部を除いて、一人でも
労働者を雇用している場合は、必ず加入しなければならない制
度です。労働者を雇用している事業主の方で、労働保険の加
入手続きがお済になっていない場合は、最寄りの労働基準監
督署又はハローワークにご相談のうえ、速やかに加入されます
ようお願いします。
○問い合わせ先　熊本労働局総務部　労働保険徴収室
　　　　　　　　☎０９６‐２１１‐１７０２
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